
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のリモコンが１つの映像視聴装置と対応付けられ、上記複数のリモコンのうちで、あ
る時点において、１つのリモコンが、上記映像視聴装置を制御する制御権を有する制御権
保有リモコンであり、残りのリモコンが、制御権非保有リモコンであり、上記制御権保有
リモコンのみが上記映像視聴装置を制御することができる映像視聴装置の制御装置であっ
て、
上記リモコンから発信された操作コマンドとリモコンＩＤとを受信する受信手段と；
上記受信した信号から、リモコンＩＤを検出するリモコンＩＤ検出手段と；
上記受信した信号から、操作コマンドを発信していることを検出する操作コマンド発信検
出手段と；
上記制御権非保有リモコンが操作コマンドを発信していることを検出したときから、上記
制御権保有リモコンが、操作コマンドを発信しない時間を計測する時間計測手段と；
上記時間計測手段が計測した時間が、所定の奪い合い判定時間を経過しても、上記制御権
保有リモコンから反応がなければ、上記制御権保有リモコンから制御権を剥奪し、また、
上記操作コマンドを発信した制御権非保有リモコンに制御権を付与する制御権剥奪・付与
手段と；
を有することを特徴とする映像視聴装置の制御装置。
【請求項２】
請求項１において、
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上記制御権剥奪・付与手段は、上記制御権保有リモコンが操作コマンドを発生してから、
所定の操作保証時間内に、上記制御権非保有リモコンが操作コマンドを発信しても、上記
制御権非保有リモコンによる操作コマンドを却下し、上記操作保証時間が経過した後に、
上記制御権非保有リモコンが操作コマンドを発信すれば、上記奪い合い判定時間の計時を
開始する手段であることを特徴とする映像視聴装置の制御装置。
【請求項３】
請求項１において、
上記制御権非保有リモコンが操作コマンドを発信していることを検出すると、上記制御権
非保有リモコンの操作内容を画面上に表示することを特徴とする映像視聴装置の制御装置
。
【請求項４】
複数のリモコンが１つの映像視聴装置と対応付けられ、上記複数のリモコンのうちで、あ
る時点において、１つのリモコンが、上記映像視聴装置を制御する制御権を有する制御権
保有リモコンであり、残りのリモコンが、制御権非保有リモコンであり、上記制御権保有
リモコンのみが上記映像視聴装置を制御することができる映像視聴装置の制御装置であっ
て、
上記リモコンから発信された操作コマンドとリモコンＩＤとを受信する受信手段と；
上記受信した信号から、リモコンＩＤを検出するリモコンＩＤ検出手段と；
上記受信した信号から、操作コマンドを発信していることを検出する操作コマンド発信検
出手段と；
上記制御権非保有リモコンが操作コマンドを発信していることを検出したときから、上記
制御権保有リモコンが、操作コマンドを発信しないときに、上記制御権非保有リモコンが
操作コマンドを発信した回数をカウントする発信回数カウント手段と；
上記発信回数カウント手段がカウントした回数が、所定回数以上であれば、上記制御権保
有リモコンから制御権を剥奪し、また、上記操作コマンドを発信した制御権非保有リモコ
ンに制御権を付与する制御権剥奪・付与手段と；
を有することを特徴とする映像視聴装置の制御装置。
【請求項５】
請求項４において、
上記制御権剥奪・付与手段は、上記制御権保有リモコン 所定の操作保証

、上記制御権非保有リモコンが操作コマンドを発信しても、上記制御権非
保有リモコンによる操作コマンドを却下し、 上記
操作保証 、上記制御権非保有リモコンが操作コマンドを発信すれば、
上記発信回数カウント手段による制御権非保有リモコンからの操作コマンド発信回数のカ
ウントを開始する手段であることを特徴とする映像視聴装置の制御装置。
【請求項６】
請求項４において、
上記制御権非保有リモコンが操作コマンドを発信していることを検出すると、上記制御権
非保有リモコンの操作内容を画面上に表示することを特徴とする映像視聴装置の制御装置
。
【請求項７】
複数のリモコンが１つの映像視聴装置と対応付けられ、上記複数のリモコンのうちで、あ
る時点において、１つのリモコンが、上記映像視聴装置を制御する制御権を有する制御権
保有リモコンであり、残りのリモコンが、制御権非保有リモコンであり、上記制御権保有
リモコンのみが上記映像視聴装置を制御することができる映像視聴装置の制御方法であっ
て、
上記リモコンから発信された操作コマンドとリモコンＩＤとを受信する受信段階と；
上記受信した信号から、リモコンＩＤを検出するリモコンＩＤ検出段階と；
上記受信した信号から、操作コマンドを発信していることを検出する操作コマンド発信検
出段階と；
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上記制御権非保有リモコンが操作コマンドを発信していることを検出したときから、上記
制御権保有リモコンが、操作コマンドを発信しない時間を計測する時間計測段階と；
上記時間計測段階が計測した時間が、所定の奪い合い判定時間を経過しても、上記制御権
保有リモコンから反応がなければ、上記制御権保有リモコンから制御権を剥奪し、また、
上記操作コマンドを発信した制御権非保有リモコンに制御権を付与する制御権剥奪・付与
段階と；
を有することを特徴とする映像視聴装置の制御方法。
【請求項８】
複数のリモコンが１つの映像視聴装置と対応付けられ、上記複数のリモコンのうちで、あ
る時点において、１つのリモコンが、上記映像視聴装置を制御する制御権を有する制御権
保有リモコンであり、残りのリモコンが、制御権非保有リモコンであり、上記制御権保有
リモコンのみが上記映像視聴装置を制御することができる映像視聴装置の制御方法であっ
て、
上記リモコンから発信された操作コマンドとリモコンＩＤとを受信する受信段階と；
上記受信した信号から、リモコンＩＤを検出するリモコンＩＤ検出段階と；
上記受信した信号から、操作コマンドを発信していることを検出する操作コマンド発信検
出段階と；
上記制御権非保有リモコンが操作コマンドを発信していることを検出したときから、上記
制御権保有リモコンが、操作コマンドを発信しないときに、上記制御権非保有リモコンが
操作コマンドを発信した回数をカウントする発信回数カウント段階と；
上記発信回数カウント段階がカウントした回数が、所定回数以上であれば、上記制御権保
有リモコンから制御権を剥奪し、また、上記操作コマンドを発信した制御権非保有リモコ
ンに制御権を付与する制御権剥奪・付与段階と；
を有することを特徴とする映像視聴装置の制御方法。
【請求項９】
複数のリモコンが１つの映像視聴装置と対応付けられ、上記複数のリモコンのうちで、あ
る時点において、１つのリモコンが、上記映像視聴装置を制御する制御権を有する制御権
保有リモコンであり、残りのリモコンが、制御権非保有リモコンであり、上記制御権保有
リモコンのみが上記映像視聴装置を制御するプログラムであって、
上記リモコンから発信された操作コマンドとリモコンＩＤとを受信する受信手順と；
上記受信した信号から、リモコンＩＤを検出するリモコンＩＤ検出手順と；
上記受信した信号から、操作コマンドを発信していることを検出する操作コマンド発信検
出手順と；
上記制御権非保有リモコンが操作コマンドを発信していることを検出したときから、上記
制御権保有リモコンが、操作コマンドを発信しない時間を計測する時間計測手順と；
上記時間計測手順が計測した時間が、所定の奪い合い判定時間を経過しても、上記制御権
保有リモコンから反応がなければ、上記制御権保有リモコンから制御権を剥奪し、また、
上記操作コマンドを発信した制御権非保有リモコンに制御権を付与する制御権剥奪・付与
手順と；
をコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項１０】
複数のリモコンが１つの映像視聴装置と対応付けられ、上記複数のリモコンのうちで、あ
る時点において、１つのリモコンが、上記映像視聴装置を制御する制御権を有する制御権
保有リモコンであり、残りのリモコンが、制御権非保有リモコンであり、上記制御権保有
リモコンのみが上記映像視聴装置を制御するプログラムであって、
上記リモコンから発信された操作コマンドとリモコンＩＤとを受信する受信手順と；
上記受信した信号から、リモコンＩＤを検出するリモコンＩＤ検出手順と；
上記受信した信号から、操作コマンドを発信していることを検出する操作コマンド発信検
出手順と；
上記制御権非保有リモコンが操作コマンドを発信していることを検出したときから、上記
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制御権保有リモコンが、操作コマンドを発信しないときに、上記制御権非保有リモコンが
操作コマンドを発信した回数をカウントする発信回数カウント手順と；
上記発信回数カウント手順がカウントした回数が、所定回数以上であれば、上記制御権保
有リモコンから制御権を剥奪し、また、上記操作コマンドを発信した制御権非保有リモコ
ンに制御権を付与する制御権剥奪・付与手順と；
をコンピュータに実行させるプログラム。
【請求項１１】
複数のリモコンが１つの映像視聴装置と対応付けられ、上記複数のリモコンのうちで、あ
る時点において、１つのリモコンが、上記映像視聴装置を制御する制御権を有する制御権
保有リモコンであり、残りのリモコンが、制御権非保有リモコンであり、上記制御権保有
リモコンのみが上記映像視聴装置を制御するプログラムであって、
上記リモコンから発信された操作コマンドとリモコンＩＤとを受信する受信手順と；
上記受信した信号から、リモコンＩＤを検出するリモコンＩＤ検出手順と；
上記受信した信号から、操作コマンドを発信していることを検出する操作コマンド発信検
出手順と；
上記制御権非保有リモコンが操作コマンドを発信していることを検出したときから、上記
制御権保有リモコンが、操作コマンドを発信しない時間を計測する時間計測手順と；
上記時間計測手順が計測した時間が、所定の奪い合い判定時間を経過しても、上記制御権
保有リモコンから反応がなければ、上記制御権保有リモコンから制御権を剥奪し、また、
上記操作コマンドを発信した制御権非保有リモコンに制御権を付与する制御権剥奪・付与
手順と；
をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
。
【請求項１２】
複数のリモコンが１つの映像視聴装置と対応付けられ、上記複数のリモコンのうちで、あ
る時点において、１つのリモコンが、上記映像視聴装置を制御する制御権を有する制御権
保有リモコンであり、残りのリモコンが、制御権非保有リモコンであり、上記制御権保有
リモコンのみが上記映像視聴装置を制御するプログラムであって、
上記リモコンから発信された操作コマンドとリモコンＩＤとを受信する受信手順と；
上記受信した信号から、リモコンＩＤを検出するリモコンＩＤ検出手順と；
上記受信した信号から、操作コマンドを発信していることを検出する操作コマンド発信検
出手順と；
上記制御権非保有リモコンが操作コマンドを発信していることを検出したときから、上記
制御権保有リモコンが、操作コマンドを発信しないときに、上記制御権非保有リモコンが
操作コマンドを発信した回数をカウントする発信回数カウント手順と；
上記発信回数カウント手順がカウントした回数が、所定回数以上であれば、上記制御権保
有リモコンから制御権を剥奪し、また、上記操作コマンドを発信した制御権非保有リモコ
ンに制御権を付与する制御権剥奪・付与手順と；
をコンピュータに実行させるプログラムを記録したコンピュータ読み取り可能な記録媒体
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、複数のリモコンが１つの映像視聴装置と対応付けられ、上記複数のリモコンの
うちで、１つのリモコンのみが、上記映像視聴装置を制御することができる映像視聴装置
の制御装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
従来のテレビ受像機のリモコンは、テレビ受像機から離れた位置で、そのテレビ受像機を
制御する装置であり、従来のテレビ受像機のリモコンの他に、携帯電話機能付リモコン、
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ＰＤＡ機能付リモコン、腕時計機能付リモコン等のリモコンが知られている。
【０００３】
ＰＤＡは、Ｐｅｒｓｏｎａｌ　Ｄｉｇｉｔａｌ　　Ａｓｓｉｓｔａｎｔ（携帯用個人情報
端末）であり、手のひらに収まる程度の大きさの電子機器であり、パソコンのもつ機能の
うちのいくつかを実装している端末である。
【０００４】
また、放送システムは、電波放送システム、インターネット放送等の放送システムである
。電波放送は、一般の地上波テレビ受像機放送、ラジオ放送、衛星放送、ディジタル衛星
放送等、電波を通じて番組を放送する放送形態である。インターネット放送は、インター
ネットを通じて番組を放送する放送形態である。
【０００５】
テレビ受像機やビデオ記録再生装置等の映像視聴装置は、映像視聴装置１台に、専用リモ
コンが１台装備されている場合が一般的であり、専用リモコンを操作すると、赤外線信号
や電波信号等の無線信号を介して、離れた場所から上記映像視聴装置を制御することがで
きる。
【０００６】
ユーザがテレビ受像機やビデオ記録再生装置等の映像視聴装置を操作する場合、リモコン
を用いて操作することが一般的であり、１台のテレビ受像機を複数のユーザが視聴する場
合に、リモコンを使用してテレビ受像機のチャンネル、音量等を操作する場合、リモコン
を持っているユーザがそのリモコンを操作する。リモコンを持っていないユーザがチャン
ネル等を操作する場合には、リモコンを持っているユーザに、そのリモコンを借りる必要
があり、その都度、リモコンを貸し借りすることは煩雑であるという欠点がある。
【０００７】
この欠点を解消するには、複数のリモコンを使用し、どのリモコンからでも、１台の映像
視聴装置を操作することができるようにすればよい。この場合、どのリモコンからでも、
常に操作することができるようでは、チャンネルの奪い合いになることがあり、このチャ
ンネルの奪い合いが新たな欠点となる。
【０００８】
この新たな欠点を解消することを目的として、特開２００１－６１１１０公報には、リモ
コン装置に優先順位を付与し、テレビ受像機の操作性を向上させる方法や、複数のリモコ
ンに付与されている優先度の合計から操作内容を決定する方法が提案されている。
【０００９】
上記従来例における上記「優先順位」は、リモコンに優先度データを付与し、この付与さ
れた優先度データに応じて、決定される順位である。また、上記優先度データは、点数と
同じように考えられるものであり、その数値（点数）の最も大きいリモコンの優先順位が
高くなる。なお、各チャンネルに対する要求数を優先度で重み付けして加算し、最も要求
数の多いチャンネルが表示される。
【００１０】
【発明が解決しようとする課題】
ところで、視聴者ＩＤに応じて、視聴者情報を区別し、１つの機器で複数の視聴者に対応
する方法が、特開２０００－２２４５０３公報に記載されている。
【００１１】
また、視聴履歴をとり、ＥＰＧ（電子番組表）と照らし、ユーザの嗜好情報を抽出し、お
勧め番組を提示する方法が、特開２０００－２５３３２５公報に記載されている。
【００１２】
しかし、上記従来例では、複数のリモコンが１つの映像視聴装置と対応付けられ、上記複
数のリモコンのうちで、１つのリモコンのみが、上記映像視聴装置を制御する制御装置に
おいて、制御権を有するリモコンの使用者が、映像視聴装置の近傍に存在していない場合
に、制御権を有しないリモコンの使用者が制御権を取得することを望んでも、上記制御権
を有しないリモコンの使用者が制御権を取得することができないという問題がある。
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【００１３】
本発明は、複数のリモコンが１つの映像視聴装置と対応付けられ、上記複数のリモコンの
うちで、１つのリモコンのみが、上記映像視聴装置を制御する制御装置において、制御権
を有するリモコンの使用者が、映像視聴装置の近傍に存在していない場合には、制御権を
有しないリモコンの使用者が制御権を取得することを望めば、上記制御権を有しないリモ
コンの使用者が制御権を取得することができる映像視聴装置の制御装置、その制御方法、
プログラムおよび記録媒体を提供することを目的とするものである。
【００１４】
【課題を解決するための手段】
本発明は、複数のリモコンが１つの映像視聴装置と対応付けられ、上記複数のリモコンの
うちで、ある時点において、１つのリモコンが、上記映像視聴装置を制御する制御権を有
する制御権保有リモコンであり、残りのリモコンが、制御権非保有リモコンであり、上記
制御権保有リモコンのみが上記映像視聴装置を制御することができる映像視聴装置の制御
装置であって、上記制御権非保有リモコンが操作コマンドを発信していることを検出した
ときから、上記制御権保有リモコンが、操作コマンドを発信しない時間を計測し、上記時
間計測手段が計測した時間が、所定の 時間を経過すると、上記制御権保有リ
モコンから制御権を剥奪し、また、上記操作コマンドを発信した制御権非保有リモコンに
制御権を付与する映像視聴装置の制御装置である。
【００１５】
【発明の実施の形態および実施例】
［第１の実施例］
図１は、本発明の第１の実施例である放送システムＢＳ１を示すブロック図である。
【００１６】
放送システムＢＳ１は、第１のリモコンＲＣ１と、第２のリモコンＲＣ２と、第３のリモ
コンＲＣ３と、映像視聴装置２０と、映像視聴装置２０を制御する制御装置１０とを有す
る。
【００１７】
リモコンＲＣ１、ＲＣ２、ＲＣ３は、映像視聴装置２０を制御することができるリモコン
である。ただし、ある時点では、リモコンＲＣ１、ＲＣ２、ＲＣ３のうちの１つのリモコ
ンのみが、映像視聴装置２０を制御することができる。映像視聴装置２０の制御は、番組
の選択、音量の制御、映像視聴装置２０の電源のオン、オフ制御等である。
【００１８】
また、リモコンＲＣ１、ＲＣ２、ＲＣ３は、それぞれ、独自のリモコンＩＤを有し、リモ
コンを操作するときに、自己のＩＤを送信する。
【００１９】
第１のリモコンＲＣ１は、操作情報入出力部１と、ＩＤ記憶部２と、番組確定ボタン３と
、制御部４と、信号入出力部５と、電源スイッチ６とを有する。
【００２０】
操作情報入出力部１は、映像視聴装置２０で表示させるべき番組を選択するための情報等
、操作コマンドを入力するものである。
【００２１】
ＩＤ記憶部２は、第１のリモコンＲＣ１のＩＤを記憶している記憶部である。
【００２２】
番組確定ボタン３は、映像視聴装置２０に表示されている番組を確定する意思を示すボタ
ンである。制御部４は、第１のリモコンＲＣ１の全体を制御する。電源スイッチ６は、映
像視聴装置２０の電源をオン、オフするスイッチである。
【００２３】
第２のリモコンＲＣ２、第３のリモコンＲＣ３の構成は、第１のリモコンＲＣ１の構成と
同様であり、それぞれ独自のＩＤを記憶している。
【００２４】
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映像視聴装置２０は、映像音声出力部２１と、電源スイッチ２２とを有する。
【００２５】
映像視聴装置の制御装置１０は、信号入出力部１１と、制御部１２と、制御権管理部１３

有する。
【００２６】
信号入出力部１１は、リモコンＲＣ１～ＲＣ３からの信号を入力する部分であり、現在放
送されている番組のうちで所望の番組を所定のリモコンから指定する番組指定コマンドと
、上記所定のリモコンのＩＤとを受信する受信手段の例である。なお、リモコンＲＣ１～
ＲＣ３と、制御装置１０との間で、双方向の無線通信を行うようにしてもよい。
【００２７】
また、信号入出力部１１は、リモコンから発信された操作コマンドとリモコンＩＤとを受
信する受信手段の例であり、また、上記受信した信号から、リモコンＩＤを検出するリモ
コンＩＤ検出手段の例であり、さらには、上記受信した信号から、操作コマンドを発信し
ていることを検出する操作コマンド発信検出手段の例である。
【００２８】
制御部１２は、制御装置１０の全体を制御するとともに、上記制御権非保有リモコンが操
作コマンドを発信していることを検出したときから、上記制御権保有リモコンが、操作コ
マンドを発信しない時間を計測する時間計測手段の例である。
【００２９】
制御権管理部１３は、リモコンＲＣ１～ＲＣ３のうちでどのリモコンが、現在、制御権を
持っているかを管理するものであり、また、上記時間計測手段が計測した時間が、所定の
奪い合い判定時間を経過しても、上記制御権保有リモコンから反応がなければ、上記制御
権保有リモコンから制御権を剥奪し、上記操作コマンドを発信した制御権非保有リモコン
に制御権を付与する制御権剥奪・付与手段の例である。
【００３０】
なお、上記制御権剥奪・付与手段は、上記制御権保有リモコンが操作コマンドを発生して
から、所定の操作保証時間内に、上記制御権非保有リモコンが操作コマンドを発信しても
、上記制御権非保有リモコンによる操作コマンドを却下し、上記操作保証時間が経過した
後に、上記制御権非保有リモコンが操作コマンドを発信すれば、上記奪い合い判定時間の
計時を開始する手段である。
【００３１】
映像視聴装置２０は、上記制御権非保有リモコンが操作コマンドを発信していることを検
出すると、上記制御権非保有リモコンの操作内容を画面上に表示する装置の例である。
【００３２】
次に、上記実施例の動作について説明する。
【００３３】
図２は、上記実施例において、制御権保有リモコンが操作した場合の動作を示すフローチ
ャートである。
【００３４】
制御権保有リモコンが操作すると（Ｓ１）、この操作から所定時間（操作保証時間）の間
、制御権保有リモコンが操作することが保証される（Ｓ２）。なお、制御権保有リモコン
が操作すると（Ｓ１）、過去に、操作保証時間が設定されていても、設定されていなくて
も、一律に、操作保証時間が設定される。
【００３５】
図３は、上記実施例における動作を示すフローチャートである。
【００３６】
まず、制御権非保有リモコンが操作し（Ｓ１１）、制御権保有リモコンの操作保証時間（
たとえば３０分間）内であれば（Ｓ１２）、制御権非保有リモコンによる操作を実行せず
に、終了する（Ｓ１３）。
【００３７】
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一方、制御権非保有リモコンが操作し、制御権保有リモコンの操作保証時間外であれば（
Ｓ１１、Ｓ１２）、制御権非保有リモコンによる操作を実行せずに、「操作要求あり」を
、映像音声出力部２１に表示する（ ）。そして、奪い合い判定時間（たとえば５分
間）を計測し、この奪い合い判定時間を計測中であれば（Ｓ１５）、そのまま計測を継続
する（Ｓ１６）。
【００３８】
奪い合い判定時間を未計測であれば（Ｓ１５）、奪い合い判定時間の計測を開始する（Ｓ
１７）。
【００３９】
そして、奪い合い判定時間内に制御権保有リモコンの確認操作または操作があれば（Ｓ１
８）、上記操作を実行し、確認操作されれば、そのままであり、制御権もそのままである
（Ｓ１９）。
【００４０】
奪い合い判定時間内に制御権保有リモコンの確認操作または操作がなく、制御権非保有リ
モコンからの操作要求であれば（Ｓ１８、Ｓ２０）、別に定める条件で、制御権保有リモ
コンを決定し、制御権が移り、操作を実行する（Ｓ２１）。
【００４１】
奪い合い判定時間内に制御権保有リモコンの確認操作または操作がなく、制御権非保有リ
モコンから操作要求がなければ（Ｓ１８、Ｓ２０）、制御権非保有リモコンに制御権が移
り、操作を実行し（Ｓ２２）、制御権保有リモコン（元制御権非保有リモコン）に、操作
保証時間を設定する（Ｓ２３）。
【００４２】
図４は、上記実施例において、動作保証時間、奪い合い判定時間に関する動作を示すタイ
ムチャートである。
【００４３】
図４において、リモコンＡが制御権を保有し、リモコンＢ、Ｃ、Ｄが制御権を保有してい
ないとする。そして、時刻Ｔ１において、制御権保有リモコンＡが、操作を行うと、その
操作が反映される。この制御権保有リモコンＡが操作を行ったときから、操作保証時間（
たとえば３０分間）の計測が開始される。この操作保証時間は、制御権非保有リモコンが
操作しても、制御権保有リモコンの操作が保証される時間である。
【００４４】
この操作保証時間内である時刻Ｔ２に、制御権非保有リモコンＢが操作すると、操作保証
時間内であるので、その操作が却下され、その操作が実行されない。そして、時刻Ｔ３に
おいて、操作保証時間が経過する。
【００４５】
この操作保証時間が経過した後の時刻Ｔ４において、制御権非保有リモコンＣが操作する
と、この操作が操作保証時間外であるので、操作要求が認められ、奪い合い判定時間（た
とえば５分間）の計測が開始される。そして、上記奪い合い判定時間内に、制御権非保有
リモコンＤが操作すると、奪い合い判定時間内であるので、奪い合い判定時間を計測し直
すことはしない。
【００４６】
上記奪い合い判定時間が終了する時刻Ｔ６になるまでに、制御権保有リモコンＡから反応
があるか否かを検出する。
【００４７】
次に、奪い合いの検出方法について説明する。
【００４８】
図５は、上記実施例における奪い合いの第１の検出方法を示すフローチャートである。
【００４９】
図６、図７、図８、図９、図１０は、上記実施例において、リモコンＡが制御権を保有し
ている場合における制御権管理部１３のデータベースの内容を示す図である。
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【００５０】
まず、リモコンによってチャンネル変更等の操作を行う（Ｓ３１）。そして、操作された
リモコンに制御権があることを、図６に示す １３のデータベースで判定すれ
ば（Ｓ３２）、操作保証時間を、図６に示す値（３０分間）に設定すると同時に、制御権
保有リモコンＡに要求された操作を行う。他の制御権非保有リモコンの操作要求を、図７
に示すように０にし（Ｓ３３）、終了する。
【００５１】
操作されたリモコンに制御権がない場合には（Ｓ３２）、制御権保有リモコンＡの操作保
証時間内であれば（Ｓ３４）、図８に示すように、制御権が不動であり（Ｓ３５）、終了
する。
【００５２】
制御権保有リモコンＡの操作保証時間外であれば（Ｓ３４）、操作要求と時刻とを、図９
に示すように、データベースに書き込み（Ｓ３６）、初めての操作要求であれば（Ｓ３７
）、奪い合い判定時間を計測するタイマを始動する（Ｓ３８）。
【００５３】
初めての操作要求でなければ（Ｓ３７）、図１０に示すように、最新操作時刻が更新され
（Ｓ３９）、奪い合い判定時間が未経過であれば（Ｓ４０）、制御権保有リモコンＡから
の確認または操作があれば（Ｓ４１）、ステップＳ３３に戻り、制御権保有リモコンＡか
らの確認または操作がなければ（Ｓ４１）、ステップＳ４０に戻る。
【００５４】
奪い合い判定時間が経過していれば（Ｓ４０）、制御権保有リモコンＡが近くにいない（
制御権保有リモコンＡを使用するユーザが近くに存在していない）と判断され（Ｓ４２）
、図１１に示す条件１に基づいて、制御権を付与するリモコンを決定する（Ｓ４３）。
【００５５】
図１１は、上記実施例において、図５に示すフローチャートの動作を行う前後における制
御権の獲得順番の状態を示す図である。
【００５６】
つまり、図５に示す奪い合いの第１の検出を行う前においては、図１１（１）に示すよう
に、リモコンＡに制御権が付与され、つまり、リモコンＡの制御権獲得順位は１位であり
、リモコンＢ、Ｃの制御権獲得順位がそれぞれ、２位、３位である。ここで、リモコンＢ
が操作を行い、リモコンＡが奪い合い判定時間内に操作しなかった結果、リモコンＡが制
御権を剥奪され、図１１（２）に示すように、リモコンＡの制御権獲得順位が最下位の３
位になり、操作したリモコンＢが制御権を獲得し、つまり、制御権獲得順位が１位になり
、リモコンＣの制御権獲得順位が繰り上がって、２位になる。
【００５７】
制御権を移動させる方法として、上記のように優先順位の表に従う方法の他にも、奪い合
い判定時間が経過した瞬間に、制御権が移動する方法が考えられ、また、奪い合いを引き
起こしたリモコンに制御権を与える方法が考えられ、さらに、奪い合い中に操作要求をし
た回数が最多のリモコンに与える方法が考えられ、そして、最も長時間、制御権を持って
いなかったリモコンに与える方法が考えられ、これらの方法以外の方法を採用するように
してもよい。
【００５８】
また、奪い合い判定時間が経過した瞬間に制御権が取り消されて、制御権が取り消させた
後、初めて操作したリモコンに与えられる方法でもよい。
【００５９】
［第２の実施例］
第２の実施例は、第１の実施例において、操作時間を計測する代わりに、操作回数をカウ
ントする実施例である。
【００６０】
第２の実施例における放送システムは、図１に示す放送システムＢＳ１と同様の構成であ
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る。
【００６１】
この第２の実施例において、信号入出力部１１は、リモコンから発信された操作コマンド
とリモコンＩＤとを受信する受信手段の例であり、また、上記受信した信号から、リモコ
ンＩＤを検出するリモコンＩＤ検出手段の例であり、さらには、上記受信した信号から、
操作コマンドを発信していることを検出する操作コマンド発信検出手段の例である。
【００６２】
制御部１２は、上記制御権非保有リモコンが操作コマンドを発信していることを検出した
ときから、上記制御権保有リモコンが、操作コマンドを発信しないときに、上記制御権非
保有リモコンが操作コマンドを発信した回数をカウントする発信回数カウント手段の例で
ある。
【００６３】
制御権管理部１３は、上記発信回数カウント手段がカウントした回数が、所定回数以上で
あれば、上記制御権保有リモコンから制御権を剥奪し、また、上記操作コマンドを発信し
た制御権非保有リモコンに制御権を付与する制御権剥奪・付与手段の例である。
【００６４】
また、上記制御権剥奪・付与手段は、上記制御権保有リモコンが操作コマンドを発生して
から、所定の操作保証時間内に、上記制御権非保有リモコンが操作コマンドを発信しても
、上記制御権非保有リモコンによる操作コマンドを却下し、上記操作保証時間が経過した
後に、上記制御権非保有リモコンが操作コマンドを発信すれば、上記発信回数カウント手
段による制御権非保有リモコンからの操作コマンド発信回数を開始する手段である。
【００６５】
映像視聴装置２０は、上記制御権非保有リモコンが操作コマンドを発信していることを検
出すると、上記制御権非保有リモコンの操作内容を画面上に表示する装置である。
【００６６】
図１２は、上記実施例における奪い合いの第２の検出方法を示すフローチャートである。
【００６７】
ところで、「奪い合い」とは、制御権を有しているリモコン以外のリモコン（制御権非保
有リモコン）が制御権の獲得を要求することであり、具体的には、制御権非保有リモコン
が操作コマンドを発信することである。
【００６８】
図１３は、上記実施例において、リモコンＡが制御権を保有している場合における制御権
管理部１３のデータベースの内容を示す図である。
【００６９】
まず、リモコンによってチャンネル変更等の操作を行う（Ｓ５１）。そして、操作された
リモコンに制御権があることを、図１３に示す制御管理部１３のデータベースで判定すれ
ば（Ｓ５２）、操作保証回数を、図１３に示す回数に設定すると同時に、制御権保有リモ
コンＡに要求された操作を行う。他の制御権非保有リモコンの操作要求 にし（Ｓ５３
）、終了する。
【００７０】
操作されたリモコンに制御権がなく（Ｓ５２）、制御権保有リモコンＡの操作保証回数よ
り少なければ（Ｓ５４） 御権が不動であり（Ｓ５５）、終了する。
【００７１】
制御権保有リモコンＡの操作回数が、操作保証回数より多ければ（Ｓ５４）、操作要求と
操作時刻とを、図１３に示すように、データベースに書き込み（Ｓ５６）、初めての操作
要求であれば（Ｓ５７）、奪い合い判定回数を計測するカウンタを、始動する（Ｓ５８）
。
【００７２】
初めての操作要求でなく（Ｓ５７）、かつ、奪い合い判定回数を超過しておらず（Ｓ５９
）、制御権保有リモコンＡからの確認または操作がなければ（Ｓ６０）、ステップＳ５９
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に戻り、奪い合い判定回数を超過していれば（Ｓ５９）、制御権保有リモコンＡが近くに
いない（制御権保有リモコンＡを使用するユーザが近くに存在していない）と判断され（
Ｓ６１）、図１１に示す条件１に基づいて、制御権を付与するリモコンを決定する（Ｓ６
２）。
【００７８】
また、上記実施例をプログラムの発明として把握することができる。つまり、上記実施例
は、複数のリモコンが１つの映像視聴装置と対応付けられ、上記複数のリモコンのうちで
、ある時点において、１つのリモコンが、上記映像視聴装置を制御する制御権を有する制
御権保有リモコンであり、残りのリモコンが、制御権非保有リモコンであり、上記制御権
保有リモコンのみが上記映像視聴装置を制御するプログラムであって、上記リモコンから
発信された操作コマンドとリモコンＩＤとを受信する受信手順と、上記受信した信号から
、リモコンＩＤを検出するリモコンＩＤ検出手順と、上記受信した信号から、操作コマン
ドを発信していることを検出する操作コマンド発信検出手順と、上記制御権非保有リモコ
ンが操作コマンドを発信していることを検出したときから、上記制御権保有リモコンが、
操作コマンドを発信しない時間を計測する時間計測手順と、上記時間計測手順が計測した
時間が、所定の奪い合い判定時間を経過しても、上記制御権保有リモコンから反応がなけ
れば、上記制御権保有リモコンから制御権を剥奪し、また、上記操作コマンドを発信した
制御権非保有リモコンに制御権を付与する制御権剥奪・付与手順とをコンピュータに実行
させるプログラムの例である。
【００７９】
また、上記実施例は、複数のリモコンが１つの映像視聴装置と対応付けられ、上記複数の
リモコンのうちで、ある時点において、１つのリモコンが、上記映像視聴装置を制御する
制御権を有する制御権保有リモコンであり、残りのリモコンが、制御権非保有リモコンで
あり、上記制御権保有リモコンのみが上記映像視聴装置を制御するプログラムであって、
上記リモコンから発信された操作コマンドとリモコンＩＤとを受信する受信手順と、上記
受信した信号から、リモコンＩＤを検出するリモコンＩＤ検出手順と、上記受信した信号
から、操作コマンドを発信していることを検出する操作コマンド発信検出手順と、上記制
御権非保有リモコンが操作コマンドを発信していることを検出したときから、上記制御権
保有リモコンが、操作コマンドを発信しないときに、上記制御権非保有リモコンが操作コ
マンドを発信した回数をカウントする発信回数カウント手順と、上記発信回数カウント手
順がカウントした回数が、所定回数以上であれば、上記制御権保有リモコンから制御権を
剥奪し、また、上記操作コマンドを発信した制御権非保有リモコンに制御権を付与する制
御権剥奪・付与手順とをコンピュータに実行させるプログラムの例である。
【００８０】
さらに、上記プログラムをＦＤ（フロッピー（登録商標）ディスク）、ＣＤ（コンパクト
ディスク）、ＨＤ（ハードディスク）、ＤＶＤ（Ｄｉｇｉｔａｌ　　Ｖｅｒｓａｔｉｌｅ
　Ｄｉｓｃ）、半導体メモリ等の記録媒体に記録するようにしてもよい。
【００８１】
上記各実施例は、電波放送システムに関するものであるが、電波放送に限らず、電波放送
以外のインターネット放送等においても、上記実施例を適用することができ、また、リモ
コン情報を蓄える仕組みをどこに設置した場合でも、上記実施例を適用することができる
。
【００８２】
なお、リモコンを２つ有する場合でも、４つ以上有する場合にも、上記実施例を適用する
ことができる。
【００８３】
地上波のテレビ等の電波放送では、放送局１つについて、１つのチャンネルが割り当てら
れ、チャンネルを選択することによって、視聴する番組を選択することができ、見る番組
を変更する場合には、チャンネルを変更すればよい。一方、インターネット放送において
、チャンネルに相当するものはＵＲＬであり、ＵＲＬを指定することによって、番組を選
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択することができる。上記実施例では、理解し易くするために、ＴＶのチャンネルを例に
とって説明したが、本発明は、地上波テレビ等の電波放送システムに限られるものではな
い。
【００８４】
【発明の効果】
本発明によれば、複数のリモコンが１つの映像視聴装置と対応付けられ、上記複数のリモ
コンのうちで、１つのリモコンのみが、上記映像視聴装置を制御する制御装置において、
制御権を有するリモコンの使用者が、映像視聴装置の近傍に存在していない場合には、制
御権を有しないリモコンの使用者が制御権を取得することを望めば、上記制御権を有しな
いリモコンの使用者が制御権を取得することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施例である放送システムＢＳ１を示すブロック図である。
【図２】上記実施例において、制御権保有リモコンが操作した場合の動作を示すフローチ
ャートである。
【図３】上記実施例における動作を示すフローチャートである。
【図４】上記実施例において、動作保証時間、奪い合い判定時間に関する動作を示すタイ
ムチャートである。
【図５】上記実施例における奪い合いの第１の検出方法を示すフローチャートである。
【図６】上記実施例において、リモコンＡが制御権を保有している場合における制御権管
理部１３のデータベースの内容を示す図である。
【図７】上記実施例において、リモコンＡが制御権を保有している場合における制御権管
理部１３のデータベースの内容を示す図である。
【図８】上記実施例において、リモコンＡが制御権を保有している場合における制御権管
理部１３のデータベースの内容を示す図である。
【図９】上記実施例において、リモコンＡが制御権を保有している場合における制御権管
理部１３のデータベースの内容を示す図である。
【図１０】上記実施例において、リモコンＡが制御権を保有している場合における制御権
管理部１３のデータベースの内容を示す図である。
【図１１】上記実施例において、図５に示すフローチャートの動作を行う前後における制
御権の獲得順番の変化を示す図である。
【図１２】上記実施例における奪い合いの第２の検出方法を示すフローチャートである。
【図１３】上記実施例において、リモコンＡが制御権を保有している場合における制御権
管理部１３のデータベースの内容を示す図である。
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】 【 図 ５ 】
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【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】
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【 図 １ ３ 】
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